
空き家の管理や取り扱いに困ったら…（相談窓口一覧） 
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空き家を所有していますか？ 

理由は様々。所有、相続、転居、親が施設入居など。 

人に 

貸したい 

空き家等に関する悩み解決の流れ 

現在は空き家等ではなくても、今後空き家等になる 

可能性がある場合は、それを見越した行動を！ 
今後住む予定があるか 

解決 利用方法が決まっているか 

相続手続きが終わっているか、 

または、相続や他の法律関係に問題はないか 

 

相続等の法律相談 

（弁護士、司法書士等） 
売却したい 

空き家等を何とかしたいが、 

どうしていいか分からない 

困ったときの相談窓口 

① 

  

空き家等の売却 
（不動産事業者、
空き家バンク等） 

空き家等の賃貸 
（不動産事業者、
空き家バンク等） 

空き家等の解体 
・更地の売却 
（不動産事業者、

等） 

空き家等の管理 
（家守の会、シル
バー人材センタ

ー等） 

発
生
抑
制 

神奈川県行政書士会  

電話

神奈川県弁護⼠会 海老名法律相談ｾﾝﾀｰ 

電話

神奈川県司法書士会  

電話

神奈川県司法書士会  

電話

一般社団法人家財整理相談窓口 

電話

神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部  

電話

全日本不動産協会 神奈川県本部 さがみ支部 

電話

いざという時に備えて、 
正式な遺言書を作っておきたい 

土地や建物の権利関係を知りたい 

相続登記をしたい 

家の中にある家財を 
整理し、片付けたい 

土地や建物の資産価値を知りたい 

① 

② 

④ 

③ 

空き家等の相談 
（空家等管理活
用支援法人等） 

適
正
管
理 

神奈川県弁護士会 海老名法律相談ｾﾝﾀｰ 

電話

神奈川県司法書士会  

電話

法テラス 

電話

家守＜やもり＞の会 

電話

座間市シルバー人材センター 

電話

空き家、相続、近隣トラブル等の
法律問題をかかえて困っている 

空き家等の修繕を頼みたい 

樹木の手入れ、伐採、清掃等を頼

みたい 

⑥ 

⑤ 

はい いいえ 

空き家等の状態は良いか 

 

神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部  

電話

全日本不動産協会 神奈川県本部 さがみ支部 

電話

空き家等を売りたい、貸したい 

老朽化している空き家等を 

解体したい、建て替えたい 

⑦ 

⑧ 
利
活
用 

座間市 都市部 都市整備課 市街地整備係 

電話
座間市空き家バンクを利用したい ⑨ 

解体したい 

⑤ 

適正管理 利活用 

管理したい 

⑦ ⑨ 

⑥ 

② 

⑧ 

③ 

④ 

この他、座間市役所でも弁護士相談、司法書士相談、行政書士相談、不動産相談、

分譲マンション相談、税理士相談をお申し込みいただけます。詳しくは、座間市ホ

ームページをご覧ください。 

⑦ ⑨ 
NPO法人 神奈川県空き家サポート協会  

電話

空き家等を何とかしたいが、どう

していいか分からない 

⑩ 

総
合
相
談 

総合相談 

➉ 

「NPO法人 神奈川県空き家サポート協会」は、法律により「空家等管理活用支援法人」

として市の指定を受けた空き家の管理や活用を支援する団体です。市だけでは対応しきれ

ない空き家の所有者の方の問題について対処する専門的な総合相談窓口です。 
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